
下記の項目すべてに該当する方
●がん治療を受けている又は受けていた方

●がん治療による脱毛又は乳房の切除に伴い補整具が必要となった方

●購入日から申請日において、継続して勝山市に住所を有する方

●市税の滞納がない方

補助対象と金額

申請に必要な書類と期日

下記の書類をそろえて購入した年度内に申請してください。

①勝山市がん患者補整具購入費助成金交付申請書

②脱毛や乳房切除を伴うがん治療をしている（した）ことを証明する書類

③補整具の購入にかかる領収書

④購入したものが確認できるもの

⑤申請者名義の通帳の写し

※詳細は勝山市ホームページでご確認ください⇒

補助対象者

申請窓口および問合せ先
勝山市福祉健康センター「すこやか」内

勝山市健康体育課 健康増進係 TEL：0779-87-0888

《受付時間》 月曜日～金曜日（祝祭日、年末年始除く）

午前８：３０～午後５：１５

●補整具ごとに助成金額の上限があります。上限を超えた金額は自己負担となります。

●同一年度内で下記区分（１）（２）（３）ごとに上限額に達するまで申請可能です。

※ケア用品（クリーナー、リンス、ブラシ等）並びに購入のために要した交通費及び郵送費は対象経費に含みません。

区分 内容 上限額/年度

（１）ウィッグ
全頭用であるもの。

装着時に必要な頭皮保護用ネットおよび脱毛に対応するため

の帽子を含む。
100,000 円

（２）胸部補整下着 補整用下着（補整下着と合わせて使用するパッドを含む）。 20,000 円

（３）人工乳房
人工乳房または人工ニップル。

乳房再建術によって体内に埋め込まれたものは除く。 100,000 円

令和４年４月１日以降に購入した方対象となります。



Q&A

質 問 回 答

補助してもらえる回数は何回です

か。

同一年度中は上限額に達するまで何度でも申請可能で

す。

購入したウィッグが合わなくなった場合や、季節に合

わせて買い換えたい場合に複数回に分けて申請するこ

とが可能です。

まとめて申請する場合は購入日が申請する年度内であ

る必要がありますのでご注意ください。

異なるがんになった場合や再発の

場合には、再度申請が可能ですか。

可能です。

ただし、上記回答のとおり同一年度での申請の場合は

年度上限額に達していないことが条件となります。

部分かつら（頭頂部のみ、前髪のみ

など）は補助対象になりますか。

対象となりません。

ウィッグ装着に必要な頭皮保護用ネットやウィッグの

代わりに使用する帽子は補助対象に含みます。

治療を受けたのは２年前ですが、補

助の対象となりますか。

治療を受けた日は問いません。治療を受けたことによ

る外見の変化が継続しており、そのために使用する補

正具の購入が対象となります。

レシートは領収書の代わりになり

ますか。

領収書を発行してもらってください。

申請者の氏名、購入日、品名、金額、購入先の名称お

よび住所の記載が必要です。

ネット購入の場合はプリントアウトした領収書でもか

まいません。

治療を受けた証明として診断書を

作成してもらいましたが、文書作成

料は対象経費になりますか。

文書作成料は対象経費になりません。

診断書以外でも治療内容等が証明できる書類で申請可

能です。医療機関や治療内容が記載された手術同意書、

治療方針計画書、診療明細書等が該当します。

相談日時：月～金曜日（祝日除く） 8：30～17：00

がん診療連携拠点病院 住所 電話番号

福井県立病院 福井市四ツ井2丁目8-1 0776-54-5151（代表）

福井大学医学部附属病院 永平寺町松岡下合月23-3 0776-61-3111（代表）

福井県済生会病院 福井市和田中町舟橋7-1 0776-28-1212（直通）

福井赤十字病院 福井市月見2丁目4-1 0776-36-3673（直通）

独立行政法人国立病院機構 敦賀医療センター 敦賀市桜ヶ丘町33-1 0770-25-1600（代表）

～脱毛などへの対応や日常生活についての相談はこちらへ～

申請についての問い合わせは健康体育課まで！

TEL：0779-87-0888

mail：kenkou@city.katsuyama.lg.jp


